
 京都市図書館の組織及び運営に関する規則の一部を改正する規則を公布する。 

  平成２３年３月３１日                      

京都市教育委員会   

委員長 藤原勝紀   

京都市教育委員会規則第１８号  

   京都市図書館の組織及び運営に関する規則の一部を改正する規則 

 京都市図書館の組織及び運営に関する規則の一部を次のように改正する。 

 第２条各号列記以外の部分中「記録」の右に「，視聴覚資料」を加え，同条第４号中「係

員」を「職員」に改める。 

 第３条第１項中「館長に」を削る。 

 第２章を削る。 

 第３章中第１０条を第５条とする。 

 第３章を第２章とする。 

 第４章中第１１条を第６条とし，第１２条を第７条とし，第１３条を第８条とする。 

 第４章を第３章とする。 

   附 則 

 この規則は，平成２３年４月１日から施行する。 

（教育委員会事務局総務部総務課） 


